
指定居宅サービス事業者等の指定等に□ 

関する規則の一部を改正する規則の概要 

 

１ 改正の内容 

 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号。以下「改正

法」という。）附則第１３０条の２第１項の規定により、なお効力を有するも

のとされた改正法による改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）

における介護療養型医療施設に係る規定は、令和６年３月３１日をもってその

効力を失う。 

 そのため、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護

保険施設の指定等に関し必要な事項を定めた指定居宅サービス事業者等の指

定等に関する規則について、旧介護保険法における介護療養型医療施設に係る

規定を引用する条項の規定の整理を行った。 

 

２ 施行期日 

令和６年４月１日 


